令和　　年　　月　　日

（20  年）
吹　田　市　長　　あて
吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託事業者申請書
（申請者）
法人の所在地                                        
　　　　　　　　　　　　　　法人の名称                                        
　　　　　　　　　　　　　　代表者の
職・氏名                                      
　　　　　　　　　　　　　　（担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　 ）

　　　　　　　　　　　　　　（担当者連絡先　　　　　　　　　　　　　 ）
　吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託事業者に応募しますので、以下の書類を添付して申請します。申請に当たっては吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託事業者募集要項に定める応募資格をすべて満たしており、添付書類の内容について事実に相違ないことを誓約します。

なお、上記について事実と反していること等が判明した場合、吹田市子育て世帯家事・育児支援事業者申請を取り消されても異議はありません。
　１　事業者の概要

　２　定款、寄附行為又はこれに類する書類
　３　指定書の写し等（指定障害福祉サービス事業者又は指定居宅サービス事業者の場合）
４　従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
５　支援員への研修実施状況・実施予定報告書
６　利用者の都合によりサービス提供が中止となった場合の取り扱いについて
事　業　者　の　概　要
	法人の名称
	

	法人の所在地
	（〒　　　　－　　　　　）



	代表者の

職・氏名
	
	事業開始年月日
	　　　　年　　月　　日

	事業所の名称
	
	従業

員数
	　　　　　　　　名

	事業所の所在地
	（〒　　　　－　　　　　）



	連絡先
	電話番号
	（　　　　）　　
	ＦＡＸ
	 （　　　　）　　

	メールアドレス
	

	事業所区分

（いずれかに○をつけて

ください）
	
	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者

※指定書（写し）を提出してください

	
	
	介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者

※指定書（写し）を提出してください

	
	
	本市で子育て支援に資する事業の実績があり訪問サービスに係る専門職を配置する等の同等の援助を提供できる事業者

　　　　　　※同等の事業内容がわかる書類を提出してください

	提供できる支援

（〇をつけてください）
	
	家事支援
	・　食事の準備及び片付け

・　衣類の洗濯及び補修

・　住居の清掃及び整理整頓

・　生活必需品の買物

· その他、日常的な家事



	
	
	育児支援
	・　授乳、食事の世話

・　おむつの交換、排せつの介助

・　衣服の着脱

・　もく浴の介助

・　保育所等の送迎

・　子育て支援に関する情報提

· その他、日常的な育児


支援員への研修実施状況・予定報告書
	支援員研修項目
	令和８年度

実施予定

	１　吹田市子育て世帯家事・育児支援事業（以下「事業」といいます。）の従事支援員対象

	⑴　（必須）事業の目的
	□

	⑵　（必須）事業の内容
	

	⑶　（必須）支援の方法
	

	⑷　（必須）個人情報の適切な管理や守秘義務等
	

	２　事業のうち、育児・養育支援の業務に従事する支援員対象

	⑴　ＡＥＤの使用方法

（消防本部の救命入門講習相当の内容）
	□

	⑵　心肺蘇生等の実習
（消防本部の救命入門講習相当の内容）
	□

	⑶　安全チェックリストの活用
※子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の実施について（令和６年３月３０日付けこ成環第１２０号別添１）
	□

	⑷　ヒヤリハット事例検討
	□


令和　年　月　　日
（受託事業者）
事業者名： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（事業所名：　　　　　　　　　　　　　）
利用者の都合により事業が中止となった場合の費用の取り扱いについて
	法人の名称
	

	事業者の定める期日

（該当するものに〇をしてください。）
	・前日の１７時まで

・当日の支援開始まで

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	事業者の定める期日以降に連絡して中止した場合に徴収する額
	　　　　　　　　　　　　　　　　円

（状況に応じて免除減免をすることを妨げるものではありません）

	体調不良・事故等の

免除・減免規定の有無
	有・無

	事前連絡なく中止となった場合の取り扱いの規定の有無
	有・無

	利用日を振り替えた場合の免除運用
	


　

当事業者は、吹田市子育て世帯家事・育児支援事業者への応募にあたり、支援の提供においては上記内容に準ずる利用者の都合により事業が中止となった場合の取り扱いを定め、以下のとおり取り扱うことに同意します。

１　吹田市が利用希望者への本事業案内時に上記内容について提示することに同意します。

２　当事業者から利用者に対して支援開始前に、利用者の都合により中止となった場合の取り扱いについて書面により提示・説明します。

３　特に中止時の額の設定及びその徴収にあたっては、吹田市子育て世帯家事・育児支援事仕様書及び消費者契約法その他関係法令を遵守し、本事業の趣旨が子育て世帯の支援であること踏まえ、合理的に規定します。

４　利用者の都合により中止となった場合の取り扱いについて、吹田市または利用者から問合せがあった場合は、誠実に対応します。

（　　　年）








